
不利益処分の処分基準 

 

処 分 の 内 容 車両積載物の落下予防等措置命令 

根拠法令及び条項 道路法第４３条の２ 

所 管 部 課 係 名 インフラ整備部道路管理課管理係 

処

分

基

準 

関 係 条 項  

基 準 

 

（未設 定の場 

 

合はその理由） 

 
【根拠条文】 
(車両の積載物の落下の予防等の措置) 
第四十三条の二 道路管理者は、道路を通行している車両の

積載物が落下するおそれがある場合において、当該積載物
の落下により道路が損傷され、又は当該積載物により道路
が汚損される等道路の構造又は交通に支障を及ぼすおそ
れがあるときは、当該車両を運転している者に対し、当該
車両の通行の中止、積載方法の是正その他通行の方法につ
いて、道路の構造又は交通に支障が及ぶのを防止するため
必要な措置をすることを命ずることができる。 

 
【基準】 
 根拠条文に同じ。 

参 考 事 項  

設 定 等 年 月 日 平成２７年４月１日設定（平成 年 月 日最終変更） 

 

 

 


